
  

   西東京市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 

 

第１ 目的 

  この要領は、介護サービスや宿泊サービスの提供により、事故が発生した場合に、

速やかにサービス提供事業者（以下「事業者」という。）から保険者等に報告し、

賠償を含めた事故の速やかな解決及び再発防止に資することを目的とする。 

 

第２ 報告の範囲 

  報告すべき事故の範囲は次のとおりとし、事業者の責任や過失の有無にかかわら

ず、利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も報告するものとする。 

(1)  原因等が次のいずれかに該当する場合 

① 身体不自由または認知症等に起因するもの（離設を含む。） 

② 施設の設備等に起因するもの（貸与・販売された福祉用具も含む。） 

③ 感染症、食中毒及び疥癬 

   感染症（「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定め

るもののうち、原則として１～５類の感染症（ただし、５類の定数把握を除

く。）及びこれらに相当する指定感染症とする。）及び疥癬については、発生

したと認められる場合に報告する。５類の定数把握及び食中毒については、以

下に該当する場合、報告する。 

  ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡又は重

篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合 

  イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以

上又は全利用者の半数以上（疑いを含む。）発生した場合 

  ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の

発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

④ 交通事故又は火災、地震等の自然災害 

⑤ 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる

場合 

(2)  次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合 

① 利用者が死亡、ケガ等、身体的又は精神的被害を受けた場合 

死亡事故は、看取り期にある場合や、老衰・病気が主原因であることが明ら

かである場合を除いて、容態急変により搬送後に死亡した場合等含めすべて報

告対象とする。 

溺水、窒息、異物誤食・誤飲等の事故のうち死亡の至る可能性の高い事故や、

後遺症の発生が危惧されるような大怪我が生じた場合。 

ケガ等とは、転倒・転落に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥及び薬の誤与薬等で

医療機関において治療（施設内における医療処置を含む。）、又は入院したも

のを原則とする。ただし擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。 



  

② 利用者が経済的損失や個人情報の紛失等を受けた場合 

③ 事業所内で暴力行為が発生した場合（職員、入所者又は利用者を問わな

い。） 

④ 法令違反行為、著しい非行行為が発生した場合 

⑤ その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合 

 (3) サービス提供中に利用者が行方不明となり、警察に届け出た場合 

(4) 上記(1)、(2) 及び(3)以外で、特に報告を求められた場合 

 

第３ 報告の対象 

  報告する事故は、事故当事者である介護サービス等利用者が、西東京市（以下

「市」という。）の被保険者である場合及び事業所又は施設所在地が市内の場合

とする。 

 

第４ 報告の手順  

(1)  第一報 

①  事業者は、第一報を速やかに家族に連絡するとともに「事故報告書」を

市に提出することにより報告する。また、居宅介護支援事業者に同様の報

告を行うものとする。感染症等対象者が複数名の場合は、「事故報告書」

と併せて「感染症等当事者一覧」により報告を行うものとする。 

②  緊急を要するものについては、事故報告書を提出する前に、電話など迅

速な手段により仮報告を行うものとする。  

(2)  途中経過及び最終報告 

事業者は第一報の後、適宜途中経過を報告するとともに、事故が終結した場合

は、最終報告を「事故報告書」により行う。ただし、第一報の時点で事故処理が

終結している場合は、第一報をもって最終報とすることができる。この場合、第

一報の事故報告書に記載するものとする。 

 

第５ 市における対応 

  報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状

況に応じて、保険者として必要な対応を行うものとする。 

  事故対応は、当該被保険者が西東京市民の場合を原則とするが、必要に応じて、

他の市区町村や東京都及び東京都国民健康保険団体連合会と連携を図るものとす

る。 

 

  附 則  

 この要領は、平成16年1月1日から施行する。 

 

  附 則 



  

 この要領は、平成18年9月1日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成19年6月1日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年７月１日から施行する。 

 

 


